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■ 【１００】 市川市建築保全業務委託共通仕様書

【101】 一般事項

【102】 業務関係図書

【103】 業務現場管理

【104】 業務の実施

【105】 業務に伴う廃棄物の処理等

【106】 業務の検査

【107】 施設等の利用・作業用仮設物等

【108】 資料
・法令による保全に関連する資格等一覧

業務別標準仕様書

□ 【110】 市川市　総合管理業務委託標準仕様書

□ 【120】 市川市　定期点検等及び保守業務委託標準仕様書

□ 【130】 市川市　運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書

□ 【140】 市川市　清掃業務委託標準仕様書

□ 【150】 市川市　執務環境測定業務委託標準仕様書

□ 【160】 市川市　施設警備業務委託標準仕様書

　本共通仕様書は　市川市の建築保全の各業務に共通する総括事項であ
り、各業務遂行上必要な事項は下記の各業務別標準仕様書に定めるものと
する。
　特に指定のない場合は、国土交通省監修「建築保全業務共通仕様書<平
成３０年版>」によるものとする。

【１００】市川市建築保全業務委託共通仕様書

（平成３０年版）
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【101】 一般事項
１） 適用
（１）

（２）

（３）

①契約書
②質問回答書（（３）から（６）までに対するもの）
③現場説明書
④個別仕様書　（図面、機器リストを含む）
⑤標準仕様書
⑥共通仕様書

（４）

２） 用語の定義
共通仕様書及び各仕様書に用いる用語の定義は次による。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理担当者と
の連絡調整を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。

「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受託者
側の担当者をいう。

「施設管理担当者の承諾」とは、受託者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項に
ついて、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。

「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受託者等に対し業務の実施上必要な事
項を、書面によって示すことをいう。

「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受託者等とが結論を
得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。

「施設管理担当者の監督」とは、業務の各段階で、受託者が実施した結果等について提出し
た資料に基づき、施設管理担当者が業務仕様書との適否を確認することをいう。

本共通仕様書　（以下「共通仕様書」という。）は、建築物及びその付帯施設　（以下「建築物
等」という。）　の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、環境測定及び警
備に関する業務に適用する。

共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受託者の責任において履行す
べきものとする。

建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契
約図書間に相違のある場合の優先順位は、次の①から⑥の順番とし、これにより難い場合
は、４）「疑義に対する協議等」による。

契約図書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議して
決定するものとする。

「施設管理担当者」とは、建築物の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを委託者
が指定した者をいう。

「受託者等」とは、当該業務契約の受託者及び定めた受託者側の業務責任者をいう。

「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うた
め、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。
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（11） 「個別」とは、１）「適用」の（３）．②に指定された事項をいう。

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

③『シーズンイン点検』とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。（機械設備関連）
④『シーズンオン点検』とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。（機械設備関連）
⑤『シーズンオフ点検』とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。（機械設備関連）

（18）

（19）

（2０）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

「法定点検とは、建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をい
う。

「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調
査することをいい、同時に、保守その他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。

「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する
者が定期的に行う点検をいい、①『性能点検』、②『月例点検』、③『シーズンイン点検』、④
『シーズンオン点検』及び⑤『シーズンオフ点検』を含めていう。

「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的な知識を有する
者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をい
う。

①『性能点検』とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。
（機械設備関連）
②『月例点検』とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものを
いう。（機械設備関連）

「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環
境を保つための作業をいう。

「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。

「精密調査」とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に、当該部位について行
うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が、通常の点検によっては困難であるため、さ
らに詳細に行う必要のある調査又は診断をいう。（機械設備関連）

「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検
をいう。

「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消
耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。

「原則として」とは、これに続く事項について、受託者等が遵守すべきことをいう。ただし、予め
施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。

「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御
することをいう。

「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了又は毎月の支払の請求に関わる
業務の完了を確認するために、委託者が行う検査をいう。

「作業」とは、本仕様書で定める　建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・
監視、清掃、環境測定及び警備に当たることをいう。

「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受託者等が作業の実施を判断すべき場合に
おいては、予め施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。
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３） 受託者負担の範囲
（１）

（２）

（３）

（４）

４）
（１）

（２）

（３）

５） 報告書の書式等

６） 関係法令等の遵守
（１）

（２）

７） 非常時の対応
（１）

（２）

（３）

（４）
（５）

【102】 業務関係図書

提出図書：提出時期等は下記とする。

業務実施前

標準 標準
常駐の場合

のみ
業務計画書 ●

実施体制 ●
全体工程 ●
資格者名簿 技術者名簿 ●

作業計画書 ●
業務報告書 （業務の記録）

打合せ議事録 指示＆協議
事項の記録

同上

同上

担当課
同上

同上

●

● 同上

種類
業務実施後

提出時期

業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限
り、受託者の負担とする。

点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、
受託者の負担とする。

保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受託者の負担とする。ただし、各標準仕様書に定
める支給材料は除く。

清掃に必要な資機材は、受託者の負担とする。ただし、清掃標準仕様書に定める衛生消耗
品を除く。

（１）の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受託者及び委託者の協
議による。

（１）の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、【１０２】４）「業務の
記録」（１）の規定による。

提出先

同上

疑義に対する協議等

受託者は、業務の実施に当り、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図
らなければならない。
受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならな
い。

地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の
指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。
業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪
雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のための
必要な措置を講ずる。
災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先とする。また、受注している業務の継続が困
難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。
施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。
当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。

契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。

報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示によるものとする。
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業務日報
出勤・退勤確
認簿

●

業務状況報告
書

経過報告

業務記録写真
各種試験・検
査報告書
その他/指示
による

１） 業務計画書
（１）

（２）

２） 作業計画書

３） 貸与資料

４） 業務の記録
（１） 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備するものとする。

（２）

（３） 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。

（４）

【103】
１） 業務管理

２） 業務責任者
（１）

（２）

（３）

業務現場管理

（１）から（３）の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。

貸与資料は個別によるものとする。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面及び取
扱い説明書は使用することができる。ただし、作業終了後は原状に復するものとする。

業務責任者は、作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業
務担当者名、安全管理その他作業に必要な事項等を具体的に定めた作業計画書を作成し
て、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

同上

同上

同上

●

● 同上

同上

●

業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有するものとする。なお、業務責
任者は、業務担当者を兼ねることができる。

業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理責任者の指示事項等を伝え、その周
知徹底を図るものとする。

業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合
には、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格その
他必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。
ただし、軽微な業務において施設管理担当者の承諾を得た場合は業務計画書の作成を省
略することができる。

業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受託者は業務関係者の労務管理につ
いて適切に行うよう計画するものとする。

同上

契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全そ
の他の業務管理を行うものとする。

受託者は、業務責任者を定め施設管理責任者に業務実施前に予め届け出るものとする。ま
た、業務責任者を変更した場合も同様とする。

●

●
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３） 業務条件
（１） 業務を行う日及び時間は個別によるものとする。

（２）

４） 電気工作物の保安業務
（１）

（２）

（３）

５） 環境衛生管理体制
（１）

（２）

（３）

６） 業務の安全衛生管理
（１）

（２）

７） 火気の取扱い

８） 喫煙場所

９） 出入り禁止箇所
業務関係者は業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適
用は、個別によるものとする。

建築物環境衛生管理技術者は、同法に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛
生的環境の確保に努めなければならない。

別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下におい
て、衛生的環境の確保に努めなければならない。

業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者とな
り、労働安全衛生法その他関係法令に従って行うものとする。

業務関係者は作業等に際し、原則として火気を使用してはならない。火気を使用する場合
は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意しな
ければならない。

業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認するものとする。

業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告を行わ
なければならない。

（１）に係る業務を実施する場合には、委託者が定める自家用電気工作物保安規程　（以下
「保安規程」という。）に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努
めなければならない。

（１）の実施に当り、受託者等は、同法に従い、電気工作物の保安体制を'確立するものとす
る。

契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、予め施設管理担当者の
承諾を受けるものとする。

「電気事業法」による自家用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務
は、個別によるものとする。
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【104】 業務の実施
１） 業務担当者
（１） 業務担当者は、その作業の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。

（２）

２） 代替要員

３） 服装等
（１）

（２） 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。

４） 別契約の業務等
（１） 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、個別に記載するものとする。

（２）

５） 施設管理担当者の立会い

６） 業務の報告

（１）

７） 機密保持

８） 個人情報の取扱い

【105】
（１）

（２） 廃棄物の保管場所及び集積場所は、個別によるものとする。

（３）

（４）

点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理責任者と打合せ
の上、定められた様式により報告する。

業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ予め定め
られた日までに報告するものとする。

業務の履行上知り得た機密を他に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならな
い。

業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律を遵守
し、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

業務の実施に伴い発生した廃棄物は、原則として受託者の負担で処理するものとする。ただ
し、清掃業務委託標準仕様書により収集した一般廃棄物の処理については、この限りでな
い。

業務内容により代替要員を必要とする場合には、予め施設管理担当者に報告し、承諾を得
るものとする。

業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施するものとする。
ただし、警備に関しては、当該標準仕様書によるものとする。

業務の実施に伴い発生した産業廃棄物の処理は、積み込みから最終処分までを許可を受
けた産業廃棄物処理業者に委託し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を受託者が交付し、適
正に処理する。

特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱
いや処理方法等を定めた法律等を尊守して、適切に処理するものとする。

業務に伴う廃棄物の処理等

常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整
を図り、円滑に業務を実施するものとする。

受託者は、作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出るものと
する。

法令による作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作
業等を行うものとする。
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【106】 業務の検査
１） 業務の検査

受託者は、委託者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。

【107】
１） 建物内施設等の利用
（１） 居室等の利用

②供用室及び供用物は、業務責任者のもと、これらを使用するものとする。

（２） 共用施設の利用

②建物内の休憩室等は、予め施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。

（３） 駐車場の利用
施設の駐車場の利用の可否については、個別によるものとする。

２） 作業用仮設物及び持ち込み資機材等
（１） 作業用足場等

（２） 持ち込み資機材の残置

（３） 危険物等の取扱い

①点検に使用する脚立等は受託者の負担とする。ただし、高所作業用に必要な足場、仮囲
い等（作業床高さ２ｍ以上）は、個別に定めるものとする。

非常駐の業務にあっては、受託者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとす
る。
ただし、業務日が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残
置することができる。なお、残置資機材の管理は受託者等の責任において行うものとする。

業務で使用するｶﾞｿﾘﾝ、薬品その他の危険物は、関係法令に従って取扱わなければならな
い。

①常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用について
は、個別によるものとする。

①建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は利用することができる。

②足場、仮囲い等は、労働安全法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱建築工
事編（平成５年１月１２日建設省営監発第１号）その他関係法令に従い、適切な材料及び構
造のものとする。

施設等の利用・作業用仮設物等
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【108】資料

・法令による保全に関連する資格等一覧

点　検　内　容 点検回数

配線 総合点検 年１回

・

・

・

検査証の有効期
間内（１年未満
又は１年を超え２
年以内）

性能検査は労働基準監督署長
又は検査代行機関が行う。

消防法10条4項の技術
上の基準に適合してい
るかの点検

年１回以上

その他は自ら点検する。

労働安全衛生法第41条、第45
条ボイラー及び圧力容器安全
規則第32条、第38条

点検資格者等

・

定期自主検査 １月以内ごとに
１回

検査証の有効期
間内（１年未満
又は１年を超え２
年以内）

性能検査

６月１回 ・

備　　　　　考規　定　法　規

ボイラー、小型ボイラー及び第１種
圧力容器、小型圧力容器，第２種圧
力容器とは、労働安全衛生法施行
令第1条に定義するものをいう。

第２石油類　（灯油等）　　1000ℓ

性能検査は労働基準監督署長
又は検査代行機関が行う。

性能検査のためのボイラーの整
備の業務は、ボイラー整備士の
資格を要する。

防火対象物のうち政令（第36条2
項）で定めるものにあっては、消
防設備士又は消防設備点検資
格者に点検させる。

消防庁告示（昭和50年第3号）

性能検査のためのボイラーの整
備の業務は、ボイラー整備士の
資格を要す。

ボイラー及び圧力容器安全規則
第92条で定める特別な教育を受
けた者。

１年以内ごとに
１回

指定数量とは危険物の規則に関す
る政令第1条の11に定める数量をい
う。例として、

第１石油類　（ガソリン等）　200ℓ

第３石油類　（重油等）　　2000ℓ
第４石油類　（ギヤ油等）　6000ℓ

危険物取扱者又は危険物施設
保安員

定期自主検査

１年以内ごとに
１回

点　検　等　の　対　象

指定数量の１０倍以上の危険物を取り扱う一般
取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所

ボイラー（小型ボイラーを除く。）

消防用設備
等

消火器具、消防機関へ通報する火災警報設備、
誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設
備及び無線通信補助設備

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消
火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハ
ロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火
設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設
備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、
非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、
連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線の
部分を除く。）並びに総合操作盤

ボイラー

小型ボイラー

第１種圧力容器　（小型圧力容器を除く。）

第2種圧力容器

機器点検

総合点検

圧力容器

小型圧力容器

危険物

消防法第17条の3の３機器点検

定期自主検査
１月以内ごとに
１回

定期自主検査

危険物の規制に関する政令第
8条の5、第62条の4

消防法第14条の3の2

労働安全衛生法第41条、第45
条ボイラー及び圧力容器安全
規則第32条、第38条、第67条、
第73条、第88条、第94条

６月１回

年１回

性能検査
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点　検　内　容 点検回数 点検資格者等 備　　　　　考規　定　法　規点　検　等　の　対　象

・

・

・

・

２月以内ごとに
１回

７日以内ごとに
１回

遊離残留塩素の検査

ねずみ、昆虫等の防除

２月以内ごとに
１回

６月以内ごとに
１回

事務所衛生基準規則第7条、第9
条、第10条、第15条

１月以内ごとに
１回

１月以内ごとに
１回

建築基準法第12条第3項

６月以内ごとに
１回

定期自主検査

事務所とは、建築基準法第2条1号
に掲げる建築物又はその一部で、
事務作業に従事する労働者が主と
して使用するものをいう。

６月以内ごとに
１回

排水設備 排水設備の掃除

６月以内ごとに
１回

飲料用水質の検査

作業環境測定

定期清掃

機械換気設備定期点
検

空気環境の測定

６月以内ごとに
１回

性能検査は労働基準監督署長
又は検査代行機関が行う。

労働安全衛生法第65条

６月以内ごとに
１回

１年以内ごとに
１回

労働安全衛生法第41条、第45
条

クレーン等の安全規則第154
条、第159条

・

同法施行規則第3条、第4条、
第4条の2～第4条の5

貯水槽清掃作業監督者、従事者
は研修受講者

１年以内ごとに
１回

第１種製造者となる冷凍機

定期清掃

保安検査

危害予防規定を定め
自主検査

２月以内ごとに
１回

照明設備定期点検

排水管清掃作業監督者、従事者
は研修受講者

年１回

３年１回以上

清掃作業監督者、従事者は研修
修了者

６月以内ごとに
１回

高圧ガス保安法第35条 保安検査は、都道府県知事又は
高圧ガス保安協会が行う。

特定建築物とは、興行場、百貨
店、店舗、事務所、旅館等の用
途に供される部分の延面積が
3,000㎡以上及び学校の用途に
供される延面積が8,000㎡以上の
建築物をいう。

・

「建築物における衛生的環境の
確保に関する事業」には登録制
度がある。

空気環境測定実施者

第1種製造業者とは、1日の法定冷
凍能力が20トン　（フロンガスの場合
50トン）以上で高圧ガスを用いる設
備をいい、又特定施設とは冷凍保
安規則第40条に定める冷媒を使用
する製造所をいい、フロンの場合は
含まれる。

事務所

エレベー
ター

積載荷重が0.25トン以上１トン未満

給水設備

積載荷重が１トン以上

中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設
備

性能検査

定期自主検査

貯水タンク（受水槽、高
置水槽）の清掃

第１種製造者となる冷凍機のうち特定施設冷凍機

年１回

危害予防規定を定め
自主検査

・

・

・

特定建築物

水質検査実施者

水質検査実施者

建築物における衛生的環境の
確保に関する法律第4条

ねずみ、昆虫などの防除
防除作業監督者、従事者は研修
受講者
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点　検　内　容 点検回数 点検資格者等 備　　　　　考規　定　法　規点　検　等　の　対　象

・

１年

検査及び報告 1年

昇降機 検査及び報告 1年

一級建築士もしくは二級建築士
又は建築設備検査員

一級建築士もしくは二級建築士
又は防火設備検査員

簡易点検：四半期に１
回以上　定期点検：３年
もしくは、１年に１回以
上（※機種又は、圧縮
機電動機定格出力によ
る）

簡易専用水道とは、受水タンクの合
計容量が10㎥を超えるものをいう。

１年以内ごとに
１回

１年以内ごとに
１回

ばい煙量と濃度
の測定頻度につ
いては、市川市
環境清掃部環境
保全担当の指示
に従うものとす
る。

ばい煙発生施設とは、伝熱面積10
㎡以上及びバーナーの燃焼能力が
重油換算で50ℓ／h以上のボイラー
火格子面積2㎡又は焼却能力200kg
／h以上の焼却炉をいう。

水道法34条の2

管理について地方公共団体の機
関又は厚生労働大臣が指定する
ものが行う。

ばい煙量と濃度の測定

特定施設とは、処理対象人員が
500人を超えるし尿浄化層及び
300床以上の病院の厨房施設

同施行規則第55条、第56条

一級建築士もしくは二級建築士
又は特定建築物調査員

指定値域　（総量規則が実施され
ている地域）　の場合は、201人
以上500人以下のし尿浄化槽

保安規程を定め自主定
期点検

3年１回以上 ガス事業法第40条の2

建築主事を置く市町村の建築物を
除く。　特殊建築物とは別表1（い）
欄に掲げる用途に供する特殊建築
物でその用途に供する部分の床面
積の合計が100㎡をこえるもの。
階数が5以上かつ述床面積が1,000
㎡を超えるもの。

平均日排水量排出水の測定 水質汚濁防止法第14条

簡易点検・定期点検

建築基準法第12条、同施行規則
第5条、第6条

フロン排出抑制法

同施行規則

電気主任技術者　（事業用電気
工作物の工事、維持及び運用に
関する保安の監督）

電気事業法第42条

冷媒フロン取扱技術者（十分な
知見を有するもの）

一級建築士もしくは二級建築士
又は昇降機検査員

ガス供給事業者

同施行規則第84条

3年

ガス湯沸器　（屋内設置）

ガス風呂釜　（屋内設置）
及びこれらの排気筒

業務用エアコンディショナー（空調機）、業務用冷凍・冷蔵機器

防火設備

特殊建築物、事務所その他これに
類する用途の建築物

簡易専用水道

建物（工作物）

消費機器の技術上の
基準

ばい煙発生施設

昇降機以外の建築設備

水槽の掃除

調査及び報告

検査及び報告

事業用電気工作物

施設の外観検査
水質検査
書類検査

ガス湯沸器でガスの消費量が
10,000kｃａｌ／h以下のものでかつ不
完全燃焼時自動ガス遮断装置付の
ものは除く。

排出水の測定頻
度については、
市川市環境清掃
部環境保全担当
の指示に従うも
のとする。

特定施設　（指定地域特定施設）

事業用電気工作物とは特別高圧受
変電設備、高圧受変電設備、二次
変電設備、自家発電設備等

・

・

・

・

・

・ 大気汚染防止法第2条、第16
条　　同施行規則第15条
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点　検　内　容 点検回数 点検資格者等 備　　　　　考規　定　法　規点　検　等　の　対　象

・

・

清掃

・

保守点検

１月１回

３月１回

４月１回

２月１回

５０１人以上の浄化槽は技術管
理者を置く事が必要とされてい
る。

・

全ばっ気方式概
ね　６月１回
その他　年１回

水質検査 年１回

３月１回

６月１回

４月１回

水質検査は指定検査機関が
行う。

保守点検は登録事業又は浄
化槽管理士が行う。

２週１回

３月１回

年１回、但し下記
の特例がある

浄化槽法第８条～第11条

同施行規則第6条、第7条、第9
条

週１回

３月１回

２月１回

週１回

３０１人以上

２１～３００人

合
　
併
　
処
　
理

回転板接触方式

～２０人

①②以外の浄化槽

浄化槽に関する特例

単純ばっ気方式

～２０人

～２０人

②　スクリーン及び流量
調整タンク又は流量調整
槽を有する浄化槽　（一
に掲げるものを除く。）

単
　
独
　
処
　
理

全ばっ気方式

分離接触ばっ気方式

地下砂ろ過方式

散水ろ床方式

平面酸化床方式

①　砂ろ過装置、活性炭
素吸着装置又は凝縮槽
を有する浄化槽

接触ばっ気方式

脱窒ろ床接触ばっ気方式

保守点検

２１～３００人

３０１人以上

散水ろ床方式

２１～５０人

嫌気ろ床接触ばっ気方式

分離接触ばっ気方式

分離ばっ気方式

活性汚泥方式 スクリーン及び流量調整
タンク又は流量調整槽を
有する浄化槽沈殿分離タ
ンク、二階タンク及び流量
調整タンクのいずれも有
しない浄化槽

保守点検

し尿浄化槽

沈殿分離層
又は嫌気ろ
床槽を有す
る浄化槽
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【120】 市川市　定期点検等及び保守業務委託標準仕様書
（平成30年版）

業務別標準仕様書一覧

□ 【110】

■ 【120】

【120】

【121】 一般事項

【122】

【123】

【124】

【125】

□ 【130】

□ 【140】

□ 【150】

□ 【160】

市川市　清掃業務委託標準仕様書

市川市　執務環境測定業務委託標準仕様書

市川市　施設警備業務委託標準仕様書

監視制御装置

市川市　運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書

【126】 防災設備

電気設備

機械設備

本標準仕様書は　市川市の各保守点検業務遂行上共通する必要事項であり、業務個
別の事項は、『【139】運転・監視及び日常点検・保守、【129】定期点検等及び保守業務
委託個別仕様書』に定めるものとする。
なお、総括事項に関しては、『【１00】市川市建築保全業務委託等共通仕様書』による。

市川市　総合管理業務委託標準仕様書

市川市　定期点検等及び保守業務委託標準仕様書

定期点検等及び保守　標準仕様書　目次

各設備に於ける　標準点検項目・内容・周期リスト

建築関連設備（建築を除く）
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【120】

【121】
１）
２）
３）
４）
５）
６）
７）
８）
９）
１０）
１１）
１２）
１３）

【122】 建　　築　　設　　備
１）
２）

（１） 非該当
（２） 非該当
（３） 非該当
（４） 非該当
（５） 非該当
（６） 非該当
（７） 非該当
（８） 非該当
（９）
（１０） 非該当

３） 【内　　部】
（１） 非該当
（２） 非該当
（３） 非該当
（４） 非該当
（５） 非該当
（６）
（７） 非該当
（８）

４） 【構　造　部】 非該当
（１） 非該当
（２） 非該当

【123】
１）
２）

（１）
（２）
（３）
（４）

３）
（１）
（２）
（３）
（４） 断路器
（５） 計器用変成器
（６） 避雷器
（７） 高圧負荷開閉器（閉鎖形気中開閉器、開放形気中開閉器、真空開閉器）
（８） 高圧カットアウト
（９） 高圧電磁接触器
（１０） 力率改善装置

配電盤等（内部機器を除く）
変圧器
交流遮断器

電　気　設　備
目次ー３
【電灯設備、動力設備】

照明器具（蛍光灯）

分電盤・開閉器箱
制御盤
幹線

【受変電設備】

内部床
内部階段
内部建具
内部用自動ドア
電動書架
防火戸→６防災設備による

基礎
免震部材等

点検時の電源状況（電気設備関連）

保安規程の遵守（電気設備関連）

内部天井

外部床
屋外階段
バルコニー
外部建具

エキスパンションジョイント金物

内壁、柱、はり

外部用自動ドア

点検の省略
点検及び保守に伴う注意事項

定期点検等及び保守　標準仕様書　目次-1

一般事項

各設備に於ける　標準点検項目・内容・周期リスト

目次ー２

フロン類の取扱い（機械設備関連）

支給材料

適用
業務の目的

点検の範囲

屋根
外壁
ひさし（車寄せ）・とい
軒天井・ひさし下端

保守の範囲
点検及び保守等の実施

【外    部】

周期の表記

応急措置等



【120】.定期点検等及び保守標準＆【129】個別仕様書2018.10.18 ver..xls 目次－１

3/12

（１１） 指示計器・保護継電器
（１２） 低圧開閉器類［配線用遮断器、漏電遮断器、電磁接触器等］
（１３） 特別高圧ガス絶縁スイッチギア（GIS,C-GIS)
（１４） その他の特別高圧関連機器

４）
（１） 自家発電装置

５）
（１） 共通事項
（２） 整流装置
（３） 蓄電池

６）
（１） 共通事項
（２） 交流無停電電源装置（UPS)　（簡易型を除く）　
（３） 交流無停電電源設備（UPS)　（簡易型）

７）
（１） 太陽光発電装置

８）
（１） 風力発電装置

９）
（１） 構内情報通信網装置

（２） 構内交換装置

（３） 拡声装置

（４） 誘導支援装置

（５） 映像・音響装置

（６）A 情報表示装置　〈マルチサイン装置及び出退表示装置〉

（６）B 情報表示装置　〈時刻表示装置（電気時計装置）〉

（７） テレビ共同受信装置

（８） テレビ電波障害防除装置

（９） 監視カメラ装置

（１０） 駐車場管制装置

（１１） 入退出管理装置

１０）
（１） 外　　灯

１１）
（１） 避雷設備

１２）
（１） 構内配電線路・構内通信線路

【124】
１）
２）

（１） 鋳鉄製ボイラー・小型ボイラー・簡易ボイラー
   （シーズンイン点検・オン点検）

（２） 鋼製ボイラー・小型ボイラー・簡易ボイラー
   （シーズンイン点検・オン点検）

（３） 温水発生機（真空式・無圧式）

目次ー４
【温熱源機器】

【通信・情報設備】

【外　　灯】

【避雷設備】

【構内配電線路・構内通信線路】

【自家発電設備】

【直流電源設備】

【交流無停電電源設備】

【太陽光発電設備】

【風力発電設備】

機　械　設　備
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   （シーズンイン又はオン点検）
（４） 温風暖房機　(シーズンイン点検、シーズンオン点検）

３）
（１） チリングユニット　(シーズンイン点検・オン点検・オフ点検）
（２） 空気熱源ヒートポンプユニット(シーズンイン点検・オン点検・オフ点検）
（３） 遠心冷凍機　(シーズンイン・オン・オフ点検）
（４） 吸収冷凍機　(シーズンイン・オン・オフ点検）
（５） 直だき吸収冷温水機　(シーズンイン・オン・オフ点検）
（６） 小形吸収冷温水機　ユニット(シーズンイン・オン点検）
（７） パッケージ形空気調和機(シーズンイン・オン・オフ点検）
（８） ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機　(ガスエンジンの点検）
（９） 氷蓄熱ユニット　(シーズンイン・オン・オフ点検）
（１０） 冷却塔　(シーズンイン・オン・オフ点検）

４）
オイルタンク（地下オイルタンク、屋内オイルタンク、オイルｻｰﾋﾞｽタンク）

（１）　A 地下オイルタンク　（月例点検）
Ｂ 地下オイルタンク　（定期点検）
C 屋内オイルタンク（定期点検）　
D オイルサービスタンク　（定期点検）

（２） 熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンク
（シーズンイン・オン点検）

（３） 還水タンク・開放型膨張タンク

（４） ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機　
(シーズンイン点検、シーズンオン点検）

（５） ファンコイルユニット・ファンコンベクター　　　　　　　（シーズンイン点検）

（６） 空気清浄装置

（７） ポンプ

（８） 送風機

（９） 天井扇及び有圧換気扇

（１０） 全熱交換器
A 回転型・静止型全熱交換器（２，０００m３/ｈ以上）
B 天井隠ぺい形全熱交換器（カセット形は除く。）（５００以上２，０００m３/ｈ以下）
C 床置形全熱交換器（５００以上６，０００m３/ｈ以下）

５）
（１）A 受水タンク及び高置タンク
　　 B 受水タンク及び高置タンクの長期点検
（２） 受水タンク及び高置タンクの清掃
（３） 貯湯タンク
（４） 貯湯タンク清掃
（５） 汚水槽及び雑排水槽
（６） 汚水槽及び雑排水槽の清掃
（７） ポンプ
     A 陸上ポンプ
     B 深井戸ポンプ
     C 排水ポンプ
（８） ガス湯沸器及び潜熱回収型給湯器
（９） 電気温水器
（１０） 循環ろ過装置
（１１） 衛生器具

６）
（１） ダクト
（２） 配管
　　　A 配管類

【給排水衛生機器】

【ダクト及び配管】

【冷熱源機器】

【空気調和等関連機器】
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　　　B 配　　管　(長期点検）

７）
（１） （冷凍）空調機器用水
（２） ボイラー用水
（３） 飲料水及び雑用水

８）
（１） 適用
（２） 保守点検
（２）B 浄化槽　（みなし浄化槽を除く）　の保守点検周期
（３） 清掃
（４） 定期検査

９）
（１） 井　戸

１０）
（１） 雨水利用システム

【125】
1）

2）

3）
（１）A 自動制御装置　（電気式又は電子式）
　　 B 自動制御設備　（デジタル式）

【126】
1） 【消防用設備等】
2） 【建築基準法関係防災設備】

（１） 非常用照明装置

防災設備

【雨水利用システム】

【水質管理】

【浄化槽】

【井　戸】

監視制御設備

【中央監視制御装置】

【自動制御装置】

【一般事項】
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【121】 一般事項

１） 適用

２）

３）

４）

５）
（１）

（２）

（３）

① 周期Ⅰ：
② 周期Ⅱ：

（４）

６） 保守の範囲

（１） 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
（２） 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
（３） ボルト、ねじ等で緩みのある場合の増し締め
（４） 次に示す消耗部品の交換又は補充

①潤滑油、グリス、充填油等
②ランプ類、ヒューズ類
③パッキン、ガスケット、Oリング類
④精製水

（５） 接触部分、回転部分等への注油
（６） 軽微な損傷がある部分の補修
（７） 塗装（タッチペイント）
（８） 防熱（外装を含む断熱材等軽微な損傷の補修）
（９） その他特記で定めた事項

本定期点検等及び保守　業務委託標準仕様書　（以下「標準仕様書」という。）は、建築物及びそ
の付帯施設　（以下「建築物等」という。）　並びに建築物等の機械・電気設備に関する定期点
検、臨時点検及び保守等に関する業務に適用する。

保守材料、消耗部品
の受託者手配の範囲

○

保安規程の遵守（電気設備関連）

保安規程により定められている点検項目、点検内容及び周期は、各仕様書に優先する。なお、
保安規程により定められていない事項は、各仕様書による。

点検の範囲
点検の対象部分、数量等は個別による（個別：メーカー名/装置型式/設置年月等）

業務の目的
本業務は、各設備について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講
ずることにより、耐久性を損なわず、安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資すること
を目的とする。

点検時の電源状況（電気設備関連）

高圧（特別高圧を含む）及び低圧電源に係る点検は、原則として停電状態で行うこと。

特記した対象部分について、仕様書・個別に示す点検を実施し、その結果について点検後速や
かに報告するものとする。
なお、個別した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告しな
ければならない。

点検周期が二種類ある場合の適用は、個別による。適用は点検項目及び点検内容を示す各表
単位で行う。なお、個別にない場合は「周期Ⅰ」による。点検周期は次より選択されているものと
し、受注者はそれを踏まえて点検を適切に行うものとする。

標準的な点検周期
対象部分ごと重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率
が高まることを許容できる場合の頻度を軽減した点検周期

点検周期が１年を超える点検内容の実施は、個別による。

項目

○

定期点検及び臨時点検並びに官公庁施設の建設等に関する法律第12条又は建築基準法第12
条による点検（以下「12条点検」という）の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次に掲げる表の
通りとする。

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
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７） 点検及び保守等の実施
（１）

（２）

（３）

（４）

８） 周期の表記

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１）

（１２）

（１３） INは、シーズンイン点検を行うものとする。

（１４）

（１５）

９）

１０）

項目 支給材（○）

（１） ランプ類 ○
（２） ヒューズ類 ○
（３） 発電機・原動機用の潤滑油及び燃料 ○
（４） その他　個別に支給品と記載がある場合 ○

２Ｗは、二週に一回行うものとする。

１Ｍは、一月に一回行うものとする。

２Ｍは、二月に一回行うものとする。

３Ｍは、三月に一回行うものとする。

４Ｍは、四月に一回行うものとする。

６Ｍは、六月に一回行うものとする。

異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の予防点検を行うものとする。

１Dは、一日ごとに一回行うものとする。

１Ｗは、一週に一回行うものとする。

点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行うものとする。

１Ｙは、一年に一回行うものとする。

定期点検の周期の表記は、次による。

点検を行う場合には、予め施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とす
る。

測定を行う点検は、定められた測定機器又は専用（校正ラベル付）機器を使用するものとする。

２/Ｙは、一年に二回行うものとする。

フロン類の取扱い

（機械設備関連）

（機械設備関連）

（機械設備関連）

（機械設備関連）

OFFは、シーズンオフ点検を行うものとする。

２Ｙは、二年に一回行うものとする。

３Ｙは、三年に一回行うものとする。

ONは、シーズンオン点検を行うものとす

フロン類は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき
適切に取扱うものとする。

支給材料
保守に用いる次に掲げる消耗品、付属品等は、個別に記載がある場合を除き、支給材料とす
る。
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１１） 応急措置等
（１）

（２）

（３）

１２） 点検の省略
（１） 次に掲げる部分は、点検を省略することができる。ただし、特記がある場合はこの限りではない。

（２）

１３） 点検及び保守に伴う注意事項
（１）

（２）

落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入り禁止にする等の危険防止措置を
講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告するものとする。

点検の結果、対象部分に脱落、落下若しくは転倒の恐れがある場合、又は継続使用することに
より著しい損傷若しくは関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な
方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告するものとする。

応急措置、危険防止措置にかかる費用は、施設管理担当者との協議の上、定めるものとする。

①容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの
②配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるもの
③電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもの
で、点検することが危険であるもの

点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。

点検及び保守の実施に当たり、仕上材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、予め施
設管理担当者の承諾を受けなければならない。

④地中又はコンクリートその他の中に埋設されているもの
⑤足場のない給気又は排気のための塔
⑥障害物等があり点検不可能なもの

同一の対象部分について、複数の点検が同一の時期に重複する場合にあっては、当該点検内
容が同一である限り、当該最長周期の点検の実施により重ねて他周期の点検を行うことを要し
ない。
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１

２

<注：＊施行場所が２箇所以上になる場合は下記欄に明示のこと/または「別紙-対象施設一覧表」による>

３

４

５ 業務条件他個別事項 該当箇所を□→■にマーキングのこと

１） □： ■：

□：
□：

□： □：
1 □： □：
2 □： □：
3 □： □：
4 □： □：
5 □： □：
6 □： □：
7 □： □：
8 ■： 電話交換設備
9 □： □：
10 □： □：
11 □： □：

機械設備 □： □：
1 □： □：
2 □： □：
3 □： □：
4 □： □：
5 □：
6 □：
7 □： □：
8 □：
9 □：
10 □：
11 □：

委託期間： 令和５年１２月１日～令和１３年１１月３０日

業務仕様：

【139】運転・監視及び日常点検・保守、

【129】定期点検等及び保守業務委託　個別仕様書

件　　　名：
（長期継続契約）市川市急病診療・ふれあいセンター及び市川市西消防署大洲出張所電話交

換設備保守点検業務委託

委託場所： 市川市大洲１丁目１８番１号

(1)本仕様書に記載されていない事項は、『【１００】市川市　建築保全業務委託共通仕様書』（以下『共通仕様
書』　　という。）、『【１２０】市川市　保守点検業務<建築関連設備用（建築を除く）>委託標準仕様書』及び
『【１３０】市川市　運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書』（以下『標準仕様書』という。）によ
る。
(2)電気工作物の保安業務に係る「保安規程」による。

(3)本仕様は■印の付いたものを適用する。

対象業務区分/設備名 運転・監視及び日常点検・保守 定期点検等及び保守

建築
外部及び内部用自動ドア

電気設備
電灯・動力設備
受変電設備
自家発電設備
直流電源設備
交流無停電電源設備
太陽光発電設備
風力発電設備
通信・情報設備
外灯
避雷設備
構内配電線路・通信線路

温熱源機器
冷熱源機器
空気調和等関連機器
給排水衛生機器
ダクト及び配管
水質管理
昇降機
機械式駐車設備
浄化槽
井戸
雨水利用システム
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該当箇所を□→■にマーキングのこと
監視制御装置 □： □：

1 □： □：
2 □：

防災設備 □： □：
1 □：
2 □：

執務環境測定 □：
1 □：
2 □：
3 □：

２）
■：有り 詳細は、１４）添付書類による
□：無し

３）

■：

□：

□：周期-Ⅰ 標準的な点検周期
□：周期-Ⅱ

□：
■：

４）
□：有り
■：無し

５） □：有り
（または閲覧） （＊印については個別仕様書に添付必須図面類　添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと）

□： □： □：

□： □： □：

□： ＊ □： □：

（「設備（機器）リスト」）

□： □： □：

□： □： □：

□： □： □：

□： □： □：

□： ＊ ・「対象施設位置図」 □： ＊ ・「設備フロー〈系統〉図」 □： ＊ ・「機器配置図」

□： □： □：

□： ＊ □： □：

□： □： □：

□： □： □：

□： □： □：

□： □： □：

■：無し

中央監視制御装置
自動制御装置

消防用設備等
建築基準法関係防災設備

空気環境測定
照度測定
吹付けアスベスト等の点検

施設（設備）
関係図面、資

点検の範囲
（１）対象部分

（２）数量 添付　「設備（機器）　リスト」による
（３）点検回数
（４）点検項目・
内容

複数選択可（標準以外の場合は、「設備（機器）リスト」の当該機器欄に特記のこ
標準仕様 各関連標準仕様書の点検周期が二種類ある場合の適用は下記を選

択のこと。また点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。

対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合
等の発生率が高まることを許容できる場合の頻度を軽減した点検周期

製造者標準仕様 別紙　機器取扱い説明書による
別途指定有り 添付　「設備（機器）リスト」の特記による

支給材料等
添付　「支給材料　リスト」による

貸与資料 下記による

・諸官庁提出書類控 ・官公署関係届出書 ・許認可書類 ・自家用電気工作物保安規程

・工事業者関連簿 ・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表

・設備関連 ・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表

・点検・検査関連簿 ・エネルギー消費記録 ・検針（課金）記録 ・事故・修繕・更新記録

・空気環境測定記録 ・受変電設備自主検査記録 ・定期自主検査記録

・特殊建築物調査記録 ・建築設備定期検査記録 ・消防設備点検結果報告書

・エレベーター定期検査記録 ・煤塵濃度測定記録 ・当該設備点検結果報告書

・図面類

・竣工図 ・竣工図の第二原図 ・各種施工図

・機器図（完成図） ・試験成績書 ・取扱説明書

・管理資料 ・カタログ ・建物維持管理のしおり ・保証書

・設計意図伝達書 ・保守契約リスト

・その他 ・台帳類 ・計画・報告書類 ・作業日誌類

・点検記録類 ・施設管理担当者との打合せ記録類
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該当箇所を□→■にマーキングのこと
６） ■：有り

■：定期点検等及び保守
□：実施日は→
□：添付「工程表」による 昼間 夜間
□：添付「設備（機器）リスト」による 9：00～17：00 ：　　～　　 ：

■：実施日は別途協議

□：運転・監視及び日常点検・保守
昼間 夜間

平日 ：　　～　　 ： ：　　～　　 ：

休日 （閉庁日：土・日及び祝祭日、年末年始（12月/　　日～1月/　　日）

業務を要する日 昼間 夜間
□：土曜日 ：　　～　　 ： ：　　～　　 ：

□：日曜日 ：　　～　　 ： ：　　～　　 ：

□：祝祭日 ：　　～　　 ： ：　　～　　 ：

□：年末年始（12月/　　日～1月/　　日） ：　　～　　 ： ：　　～　　 ：

□：無し

７） ■：有り
□： □： □：
□： □： □：
□： □： □：
□： □： □：
□： □： ■：

□：無し

８） 火気使用 □：条件付可 （但し、事前に火気使用届けで承諾要）

■：不可

９） □：有り

■：無し

１０） □：有り
■：無し

１１） □：可

■：否

１２） ■：可
□：否

業務条件：業
務実施日時
の指定

・（有り の場合は、下欄に指定条件を記載すること）

（開庁日：月～金（祝祭日は除く）

法定資格者他
第　種電気主任技術者 第　種冷凍保安責任者 　級ボイラ技師

第　種　類　危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者 省エネルギー管理士（　）

省エネルギー管理員 第　種電気工事士 第　種圧力容器取扱作業主任者

電気通信主任技術者 消防設備士 建築物環境衛生管理技術者

貯水槽清掃作業監督者 防除作業監督者 当該業務の実務経験3年以上

本業務に密接
に関連する別
契約業務有
無

（有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること）

廃棄物の処理
等（発生材の保
管場所、集積
場所）

添付　「廃棄物保管、集積場所位置図」による

居室等の利
用

・次の居室等は、利用可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

駐車場の利
用
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１３） 付属書類
■：
■：
□：

１４） 添付書類

施設（設備）関係図面、資料
（個別仕様書に添付必須図面類　＊印について添付しない場合は、閲覧又は貸与資料欄に記載のこと）

名　　　称 Ref.No.             

□： 「対象施設一覧表」（複数の場合）
■： 「対象施設位置図」＊ NO.1
□： 「設備フロー〈系統〉図」＊
■： 「機器配置図」＊ NO.2
■： 「設備（機器）リスト」 NO.3
□： 「機器図」＊
□： 「工程表」

□： 「保安規程」

□： 執務環境測定業務リスト

□： 「支給材料　リスト」

□： 「廃棄物保管、集積場所位置図」

その他
□：

１５） その他特記

　 ア 信号装置 監視警報（警報表示確認）
イ 電源装置 交換機内電源部（電圧確認、動作確認）

　 電源装置（入出力電圧の確認）
ウ 機能試験 各種障害検出機能（障害情報の入出力確認）
エ 構内 内線等電話機（設置状況の確認）
オ 書類整備、清掃 データ票、端子表、図面、帳票類（点検整備、必要な修正等）
カ その他 交換機、ルーター、HUB、応答装置、留守番電話、DSU（回線

終端装置）、ナンバーディスプレイ、通話録音機能（動作確認）
通話録音管理用パソコン（清掃、整備、保守、調整、録音内容
の取り出し、動作確認）、バッテリー（状況確認）

以上

【120】市川市　定期点検等及び保守業務委託標準仕様書
【130】市川市　運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書

④点検を行うたびに作業報告書を提出すること。

【100】市川市　建築保全業務委託共通仕様書

⑤点検実施日時については、点検実施予定日から起算して5営業日前までに監督職員と
協議すること。

①点検は、月1回行うものとする。ただし、機器の故障、電話機の不通等の不具合が生じたと
きは、受託者は、速やかに技術者を派遣するものとし、不具合状態を解消すること。
②対象施設に車等で来所し、駐車場を利用したときは、対象施設2階の集会室受付の職員に
申し出て、駐車券の処理を行うこと。
③点検項目（点検の際に、不具合が発生していることを確認し、保守の範囲を超えるものにつ
いては、報告書に記載し、所見等を記した書類等を提出すること。）
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　業務別　標準仕様書一覧

□ 【110】

□ 【120】

■ 【130】

【130】

【131】 一般事項

【132】 建築設備

【133】 電気設備

【134】 機械設備

【135】 監視制御設備

□ 【140】

□ 【150】

□ 【160】 市川市　施設警備業務委託標準仕様書

本標準仕様書は　市川市の各保守点検業務遂行上共通する必要事項であり、業務の個別事項
は、『【139】運転・監視及び日常点検・保守、【129】定期点検等及び保守業務委託個別仕様書』に
定めるものとする。
なお、総括事項に関しては、『【100】市川市建築保全業務委託等共通仕様書』による。

市川市　総合管理業務委託標準仕様書

市川市　定期点検等及び保守業務委託標準仕様書

市川市　運転・監視及び日常点検・保守業務
　　　　　　委託標準仕様書

運転・監視及び日常点検・保守業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　標準仕様書　目次

各設備に於ける　標準点検項目・内容・周期リスト

【130】市川市運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書

（平成30年版）

市川市　清掃業務委託標準仕様書

市川市　執務環境測定業務委託標準仕様書
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【131】一般事項

１） 適用
２） 業務の目的
３） 業務の条件
４） 施設情報の把握
５） 運転・監視の範囲
６） 点検の範囲
７） 保守の範囲
８） 運転・監視及び日常点検・保守の実施
９） 周期の表記

１０） 支給材料
１１） 定期点検時の立会い
１２） 運転・監視の記録及び報告
１３） 臨機の措置等
１４） 機器等に異常を認めた場合の措置
１５） 資料等の整理、保管
１６） 設備室の清掃
１７） 障害等の排除
１８） 防災訓練等への参加

各設備に於ける　標準点検項目・内容・周期リスト

【132】建　　築　　設　　備
１） 【建築】

（１） 陸屋根
（２） ルーフドレン及びとい
（３） トップライト
（４） 外壁
（５） 屋外階段
（６） バルコニー
（７） 視覚障害者誘導用ブロック
（８） 建具
（９） エキスパンションジョイント金物

（１０） 車いす用駐車スペース

【133】電　気　設　備
１） 【適　　用】

２） 【電灯・動力設備】
（１） 照明器具
（２） 分電盤、照明制御盤等
（３） 制御盤

３） 【受変電設備】
（１） 盤類【配電盤、パイプフレーム,さく等】
（２） 特別高圧機器
（３） 高圧機器
（４） 低圧機器

４） 【自家発電設備】
（１） 自家発電設備
（２） 配電盤
（３） 補機付属装置
（４） 試運転

５） 【直流電源設備】
（１） 整流装置

（２） 蓄電池

６） 【交流無停電電源設備】
（１） 整流装置・逆交換装置

市川市運転・監視及び日常点検・保守業務委託標準仕様書　目次【130】
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（２） 蓄電池

７） 【太陽光発電設備】
（１） 太陽電池アレイ
（２） 接続箱・集電箱
（３） パワーコンディショナー
（４） 蓄電池
（５） 発電状況

８） 【風力発電設備】
（１） 風力発電装置
（２） 監視制御装置及び計測・保護装置
（３） 諸装置（支持構造物）

９） 【外　　灯】

１０） 【雷保護設備】

１１） 【構内配電線路・通信線路】　

【134】機　械　設　備
１） 【温熱源機器】

（１） 適用

（２） 運転・監視記録

（３） 鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー

（４） 真空式温水発生器・無圧式温水発生器

（５） 温風暖房機　

２） 【冷熱源機器】
（１） 運転・監視記録

（２） 冷熱源機器

３） 【空気調和等関連機器】
（１） 適用基準

（２） 空気調和等関連機器

４） 【給排水衛生機器】
（１） 適用基準

（２） 給排水衛生機器

（３） 循環ろ過装置

【135】監視制御設備　　
1） 【中央監視制御装置】

【136】搬送設備　　
１） 【昇降機】
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【131】 一般事項

１） 適用

２） 業務目的

３） 業務の条件

（１） 年間における業務を行わない祝祭日等の閉庁日は、特記による。
（２） 施設の冷暖房の時期及び始業終業時間又は設備運転時間は、特記による。
（３） 電算室等特別な空調を必要とする室は、その条件を含めて特記による。

４） 施設情報の把握

（１） 入居官署の施設運営に関すること
（２） 設備機器の設置年及び運転時間に関すること
（３） 施設の行事に関すること
（４） 設備系統図に関すること

５） 運転・監視の範囲

（１） 設備機器の起動・停止の操作
（２） 設備運転状況の監視又は計測・記録
（３） 室内温湿度管理と最適化のための機器の制御、設定値調整
（４） エネルギー使用の適正化
（５） 季節運転切替え、本予備機運転切替え
（６） 運転時間に基づく設備計画保全の把握
（７） その他特記で定めた事項

６） 点検の範囲
（１） 日常点検の対象部分、数量等は個別による（個別：メーカー名/装置型式/設置年月等）

（２）

（３） 点検に使用する脚立等は、受注者の負担とする。ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等
（作業床高さ2ｍ以上）は、特記とする。

本編は、中央監視制御装置がある建物等において常駐して実施する運転・監視及び日常点
検・保守に関する業務に適用する。

「共通仕様書」記載の２．１）．「業務計画書」、２．２）．「作業計画書」の作成及び業務の実施
は、次の事項を十分把握して行うものとする。

運転・監視の範囲は、次による。ただし、業務における運転・監視の対象設備等の範囲は、
特記による。

電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、1日1回巡視して機器等の異常の有無
を点検すること。なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設
管理担当者に報告する。

本業務は、建築設備について、中央監視制御装置等を活用し、エネルギー使用の適正化、
温室効果ガス排出の削減を図りつつ正常で効率的な運転を行うことにより建築物の用途に
応じた利用と施設運営に資するとともに、目視等の簡易な方法により設備の劣化及び不具
合の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持し、事故・故
障等の未然の防止に資することを目的とする。
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７） 保守の範囲

運転・監視及び日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。

（１） 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
（２） 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
（３） ボルト、ねじ等で緩みのある場合の増し締め
（４） 次に示す消耗部品の交換又は補充

①潤滑油、グリス、充填油等
②ランプ類、ヒューズ類
③パッキン、Oリング類
④精製水の補充
⑤フィルター類

（５） 接触部分、回転部分等への注油
（６） 軽微な損傷がある部分の補修
（７） 塗装、その他の部品補修（タッチペイント）、その他これらに類する作業
（８） 消耗品の在庫管理
（９） 保守で生じた廃棄物処理

（１０） その他特記で定めた事項

８） 運転・監視及び日常点検・保守の実施

９） 周期の表記

運転・監視及び日常点検・保守の周期の表記は、次による。

（１） ２Hは、二時間に一回行うものとする。

（２） １Dは、一日に一回行うものとする。

（３） ４/Dは、一日に四回行うものとする。

（４） １Ｗは、一週に一回行うものとする。

（５） １Ｍは、一ヶ月に一回行うものとする。

（６） ２Ｍは、二ヶ月に一回行うものとする。

（７） ３Ｍは、三ヶ月に一回行うものとする。

（８） ２/Ｍは、一ヶ月に二回行うものとする。

１０） 支給材料

保守に用いる次に掲げる消耗品、付属品等は、個別に記載がある場合を除き、支給材料とす

（１） ランプ類 （照明用ランプ、表示灯を含む）
（２） ヒューズ類
（３） パッキン、Oリング類
（４） 蓄電池用精製水
（５） 発電機用燃料（オイル含む）
（６） フィルター類
（７） 乾電池類
（８） 塗料（タッチペイント）

仕様書により運転・監視及び日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずるも
のとする。
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１１） 定期点検時の立会い
業務関係者は、別契約の関連業者が行う定期点検に立会うものとする。

１２） 運転・監視の記録及び報告
（１） 日常業務における業務日誌を作成し、記録を整理するものとする。

（２） 運転・監視の業務の記録には、次の事項を記載するものとする。
①記録者
②機器の運転開始時刻及び終了時刻
③熱源機器運転中の外気温湿度
④電気、ガス、油、水道、下水道等の光熱水の使用量
⑤その他本仕様書に定める項目

（３）

１３） 臨機の措置等
（１）

①緊急事態への準備
②緊急事態発生後の対応
③業務の早期復旧

（２）

１４） 機器等に異常を認めた場合の措置

１５） 資料等の整理、保管
業務期間中は、次に示すものの整理及び保管を行うものとする。
（１） 機器の取扱説明書等

（２） 機器台帳等

（３） 工具、器具とその台帳

１６） 設備室の清掃
電気室、機械室等の設備室は、整理整頓及びはき掃除程度の清掃を行うものとする。

１７） 障害等の排除
設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検するものとする。

１８） 防災訓練等への参加

災害発生に対する措置について、施設管理担当者と協議の上、次の事項をまとめた防災マ
ニュアルを作成し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。

受託者は、施設管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加
するものとする。

業務責任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応法について、施設管理担
当者とあらかじめ協議して定めておくものとする。なお、緊急を要する場合は、業務関係者は
必要な措置を直ちに講じるものとする。

災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。こ
の場合は、直ちに施設管理担当者に連絡するとともに、防災センター等との連絡調整を行う
ものとする。

業務の報告は、施設管理担当者との協議によるものとする。なお、業務において、正常でな
いことが認められた場合は、直ちに施設管理担当者に報告するものとする。
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市川市西消防署大洲出張所 市川市役所第一庁舎
　

 

　

 ＤＭＴＬＩＮ 多機能電話機ライン回路

プッシュ信号受信器

主配線盤ＭＤＦ ＣＣＵ 中央制御装置 ＩＤＲ ＩＤ受信器

ＩＴＣ ＩＮＳ６４局線トランク ＰＧＴ ページングトランク

ＰＢＲ VOIP/ＧＷ ＶＯＩＰゲートウェイ装置 ＶＲＥＣ 内蔵型通話録音回路

Ref．No.２

ＰＨＳアンテナ回路

中継方式図

記　号 名　　　称 記　号 名　　　称 記　号 名　　　称

ＬＩＮ 一般電話機ライン回路 COT アナログ局線トランク ＤＲＩＦ

ＶＲＥＣ

ＩＤＲ

PBR

CCU

多機能電話機

ＯＤ

ＭＤＦ ＭＤＦ
ＭＤＦ

一般電話機

交換機

２５６ＳＩＰＶＯＩＰ/ＧＷ ﾙｰﾀ

ＶｏＩＰ専用線

ＩＴＣ NTTひかり電話網 ＰＲＩ

フレッツひか
りNEXT
ＶｏＩＰ網

既存使用

アナログ局線ＣＯＴ

DMTLIN

今回委託範囲外

GW(ＮＴＴ用意）

保健センター 他拠点・・・・・・・

ＰＨＳアンテナ ＤＲＩＦ

ＬＩＮ
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○　機器リスト（機器仕様）

１． 電話交換機

(１) 諸　　　　元  

① 交換機機種名 デジタル電子交換機

・ 交換方式 ＣＰＵ……………６４bit

制御方式……… 蓄積プログラム方式

通話路方式…… 時分割ＰＣＭ方式

中継方式……… ダイヤルイン方式

冗長構成……… 一重化

構成…………… 壁面設置自立型

・ 電気的条件 入力電圧………
内線線路条件… 多機能電話機４５Ω以下

・ 蓄電池 停電時３時間補償（導入時）　

交換機内蔵型

・ 環境条件 温度…………… 　０～４０℃

湿度…………… ２５～８５％（結露なきこと）

自然空冷方式

・ 呼　　　量 内線当たり呼量…６ＨＣＳ

② ＶｏＩＰゲートウェイ装置

・ ＬＡＮインターフェース……………………10BASE-T/100BASE-TX

・ 音声インターフェース……………………OD　4ポート

・ 音　声　ch　数……………………………4ch

・ 呼接続手順………………………………ＳＩＰ

・ 符号化方式………………………………G.711/G.729a

・ ＦＡＸ通信…………………………………G3FAX、スーパーG3FAX

・ ＦＡＸ通信速度   G3FAX…………～14.4kbit/s

  ｽｰﾊﾟｰG3FAX… ～33.6Kbit/s

・ 電　源　条　件 ……………………………約４０ＶＡ

・ 周囲条件 温度……………………　０～４０℃

湿度……………………１０～８０％

③ ルータ装置

・ ＬＡＮインターフェース……………………10BASE-T/100BASE-TX

・ 準拠規格…………………………………IEEE　802.3X　　802.1Q　802.1ｑ

・ EMI規格………………………………… VCCIクラスA

Ref．No.３

ＡＣ１００±１０％

（結露なきこと）
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(２) 収容回線数

INS64局線

アナログ局線

一般内線

※１現用：　実際の使用回線数

※２実装：　設備の収容可能回線数

(３) ハード基板構成

４回線ＩＮＳ６４局線トランク

１回路ページングトランク

マザーボードA

音声録音再生ユニットＡ

音声録音再生メモリ２５０ＨＡ

会議トランク１６ライセンスソフト（内蔵通話録音用）

ＩＤ受信トランクソフト２ライセンスＡ

(４) サービス機能

① システム短縮ダイヤル ② 可変短縮ダイヤル

③ ラストナンバーリダイヤル ④ 可変不在転送

⑤ コールピックアップ ⑥ コールホールド

⑦ 着信音識別 ⑧ 簡易転送

⑨ ラインロックアウト ⑩ 内線代表

⑪ ３分予報音 ⑫ ハウラー音自動送出

⑬ ＤＰ－ＰＢ信号変換 ⑭ 保留音

⑮ 多機能電話機ナンバーポータビリティ ⑯ 本庁舎内線接続対応（多機能・PHS）

⑰ PBX内蔵通話録音機能（250時間） ⑱ リモートメンテナンス

(５) 中継方式図　　　 別紙－２参照

種 別 項　　目 現　用※１ 実　装※２ 備　　考

局線
４ ８

１０ １６

多機能内線

専用線 ＶｏＩＰ専用線 ６ ８ ひかり回線（OD接続）

ページング １ １

品　　　名 構成数

内　線

２４ ３２

２０ ２４ アナログ用停電対応電話機４台含む

PHSアンテナ ４ ８

４回路２Wデジタル無線インターフェース回路Ａ 2

８回路多機能電話機ライン回路 3

８回路一般電話機ライン回路 4

８回路アナログ局線トランク 2

2

1

5

１回路ODトランクA 8

1

1

1

3

４回路２Wデジタル無線インターフェース回路Ａ 2



－3－

(６) 番号計画

局線発信

転       送

内線番号

システム短縮ダイヤル発信

代理応答

コールホールド

ラストナンバリダイヤル

可変不在転送　　　　　　登　録

可変不在転送　　　　　　解　除

可変短縮　　　　　　　　　発　信

可変短縮　　　　　　　　　登　録

簡易転送

専用線発信番号

グループコールピックアップ

OGキューイング

自動転送

※Xは０～９＊＃の組合せ

※上記番号計画は打ち合わせにより変更することがある。

２． 端末機器

(1) 多機能電話機

① 表示文字　漢字ディスプレイ、２０桁６行

② 着信ランプ　７色

③ フリーファンクションキー　２４ボタン以上

④ マルチ接続機能

⑤ 発着履歴　３０件以上

⑥ 電子電話帳　５００件

⑦ 省電力モード切替可能

(2) 端末設置数

① 多機能電話機 １９台

② ハンドルコードレス多機能電話機 １台

③ アナログ停電直通型多機能電話機 ４台

④ PHSアンテナ ４台

⑤ ラインキー付ＰＨＳ端末 ４台

⑥ 一般電話機 ８台

⑦ 一般電話機（ワンタッチボタン８個搭載） １６台

⑧ ＶｏＩＰゲートウェイ装置 ２台

⑨ ルータ １台

⑩ 通話録音管理用ＰＣ １台

３．その他

本仕様書に記載なき事項は、監督職員と協議の上施工すること。

接 続 種 別 番     号

ＸＸＸＸ

Ｘ＋コード№

記     事

“０”

 Ｖ＋内線番号 Ｖはフックボタン

Ｘ又はＸＸ

Ｖ＋Ｘ又はＸＸ

Ｘ又はＸＸ

ＸＸ＋内線番号

ＸＸ

＊１＋コード№

＊２＋コード№＋番号

 V+Ｘ又はＸＸ

ＸＸ

ＸＸ又はＸＸ＋ＺＺ ＺＺはグループ番号

 Ｖ＋Ｘ又はＸＸ

 Ｖ＋ＸＸＸＸ ＸＸＸＸは内線番号
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